
航空自衛隊が保有する訓練用の12.7mm普通弾及び12.7mmえい光弾について(防衛省航空幕僚長宛て)

航空自衛隊において長期にわたり保有されたままとなっている

訓練用の12.7mm普通弾及び12.7mmえい光弾の物品管理簿上の価格(支出) ４３５０万円

1 12.7mm普通弾等の概要

航空自衛隊は、基地等の警備のために、64式小銃、9mm拳銃、12.7mm重機関銃Ｍ2（以下「Ｍ2」とい

う。）、口径50Ｍ2機関銃用Ｍ55型多連装銃架（以下「Ｍ55」という。）等の火器（以下「警備火器」と

いう。）を保有している。このうち、Ｍ2は、地上において三脚に装着して射撃する警備火器であり、1

分間に最大で400発から600発までの弾薬を発射することができる。また、Ｍ55は、銃座にＭ2を4丁搭載

し、地上において操作員が銃座に搭乗して射撃する警備火器である（以下、これらを合わせて「口径50

機関銃」という。）。

そして、航空自衛隊は、口径50機関銃に使用する弾薬として、12.7mm普通弾、12.7mmえい光弾（以下、

これらを合わせて「12.7mm訓練実包」という。）、12.7mm徹甲焼い弾及び12.7mm空包の4種類の弾薬を保

有している。このうち12.7mm訓練実包については、陸上自衛隊が航空自衛隊分を含めて一括して調達し、

航空自衛隊が口径50機関銃の射撃訓練等で使用するために管理換により取得したもので、管理換を受け

た時期は不明であるが、製造年月は最新のものでも、12.7mm普通弾は平成5年4月、12.7mmえい光弾は元

年8月となっており、近年、航空自衛隊において新規の取得は行われていない。そして、12.7mm訓練実包

については、補給本部が策定した「技術指令書 航空自衛隊弾薬等整備基準」等に基づいて検査等が実

施されており、品質上の問題はなく、使用可能な状態で保管されている。

また、陸上自衛隊及び海上自衛隊においては、Ｍ2及びＭ2と同型の12.7mm重機関銃を保有しており、

これらの射撃訓練に使用する12.7mm訓練実包を毎年度調達している。

航空自衛隊は、「航空自衛隊の教育訓練に関する訓令」（昭和41年航空自衛隊訓令第3号）等に基づき、

隊員の練度を向上して精強な部隊等を練成することを目的として練成訓練を実施している。練成訓練は、

個人の練成訓練（以下「個人訓練」という。）と部隊等の練成訓練に区分され、航空自衛隊は警備火器

の射撃訓練について、個人訓練として、部隊等の一員としてそれぞれの地位に応ずる資質並びに職務遂

行に必要な知識及び技能を向上させる目的で、航空幕僚長が定める実施基準（以下「実施基準」とい

う。）に基づいて実施することとしている。

射撃訓練の実施に当たっては、「航空自衛隊の練成訓練に関する達」（平成4年航空自衛隊達第11号）

等の規定により、部隊等の長が、航空幕僚長が示す年度練成訓練計画、実施基準、補給本部長等から送

付される部隊等ごとの射撃訓練に使用する弾薬の割当数量（Ｍ2は1丁当たりの、Ｍ55は1基当たりの割当

基準を基にして算定される。）に関する通知文書等に基づいて当該部隊等の年度練成訓練計画を作成の

上、実施することとされている。また、警備火器の射撃訓練は、原則として部隊等ごとに実施すること

とされ、必要に応じて他部隊等に委託して実施したり、他部隊等と合同で実施したりすることができる

こととされている。

2 本院の検査結果

基地等の警備の目的で口径50機関銃を保有する46部隊等において、口径50機関銃の射撃訓練の実施状

況についてみたところ、12.7mm空包を使用した射撃訓練については、多くの部隊で実施されていたもの

の、12.7mm訓練実包を使用した射撃訓練については、一部の部隊でしか実施されていない状況となって

いた。



そして、航空自衛隊は、近年、多くの部隊で12.7㎜訓練実包を使用した射撃訓練を実施していない理

由について、各部隊において、12.7mm訓練実包の射撃に対応した耐久性及び安全性が確保された演習場

等を保有しておらず、また、この条件を満たす陸上自衛隊や海上自衛隊の演習場等を確保できなかった

ためであるとしている。

航空自衛隊では、12.7mm訓練実包を使用した口径50機関銃の射撃訓練は、警備の実施に関する能力を

練成するために必要なものであるとしている。しかし、各部隊が合同で陸上自衛隊や海上自衛隊の演習

場等で当該訓練を実施するなどして、12.7mm訓練実包を使用した射撃訓練をより円滑に実施することに

ついて十分に検討していない状況となっていた。

前記のとおり、12.7㎜訓練実包を使用した射撃訓練の実績が低調となっていることから、12.7mm訓練

実包の近年の消費実績について検査したところ、年間1,000発程度となっていて航空自衛隊の保有数量に

対して極めて僅かな数量しか消費されていなかった。

そして、航空自衛隊における22年度末現在の12.7mm訓練実包の物品管理簿上の価格は、12.7mm普通弾

3735万余円、12.7mmえい光弾615万余円、計4350万余円となっているが、現在のような射撃訓練の実施状

況のまま推移すると、航空自衛隊が保有する12.7mm訓練実包は、今後50年以上経過した時点でもなお大

量に保有されていることとなり、今後も極めて長期にわたり多くの12.7mm訓練実包が有効に活用されな

い状況が継続することとなる。

しかし、航空自衛隊は、前記のとおり12.7mm訓練実包を使用した射撃訓練をより円滑に実施すること

や、12.7mm訓練実包の消費実績等を踏まえた適切な保有数量を検討してこれを上回る数量を保有するこ

とになる場合には陸上自衛隊又は海上自衛隊に管理換することなどについて十分に検討していなかった。

3 本院が求める是正改善の処置

航空自衛隊において、12.7mm訓練実包を使用した射撃訓練をより円滑に実施することや、12.7mm訓練

実包の消費実績等を踏まえた適切な保有数量を検討してこれを上回る数量を保有することになる場合に

は陸上自衛隊又は海上自衛隊に管理換することなどについて検討することにより、12.7㎜訓練実包の有

効活用を図るよう是正改善の処置を講ずる要がある。


